
 

 

 

 

  

■ 役員・正副部会長会議を開催  

 役員 13 名、正副部会長 11 名のご出席をい

ただき 4 月 23 日、管理センターにおいて  

役員・正副部会長会議を開催しました。 

 来月 23 日に開催する第 29 回定期総会に上

程する議案などを審議いただきました。 

 河合泰会長は挨拶で「新入社員にとって５月

連休は、初任給後の初めての長期休暇となりま

す。皆さんどんな計画をされているでしょうか。

この時期は、新しい生活のなかで環境変化に悩

む若者が増えますので、先輩たちの「目配り・気配り・心配り」が大事な時期です。最近は干渉を

避ける傾向に有りますが、程よい距離感での人間関係は不変であると信じております。 

 さて、最近の話題として注目されているのが首脳会談ではないでしょうか？従来では考えられな

い国家間で直接対話が出来るのは、様々な問題解決への早道である事は間違いありませんが「最後

の砦の後に何が残るのか」不安を払拭できないことも実感です。 

安倍晋三首相は１７日午後、トランプ米大統領と米フロリダ州の別荘で会談しました。この日米

首脳会談を皮切りに、南北首脳会談そして米朝首脳会談と、世界に影響を及ぼす可能性があるトッ

プ会談にしばらくは目が離せません。 

 昨今の新聞紙上で報道されていることを対岸の火事と思わず、芳賀工業団地に働きはじめた若い

人達のためにも、芳工連は行政と連携し『健全で安定成長できる工業団地の環境整備とは何か』を

考えてまいりますので、引き続き会員企業様ご協力をお願い致します」などと述べました。 

 役員会の議案は、役員並びに正副部会長変更の承認です。4 月の人事異動で一部の役員さんが 

転出によって退任されたことから、所属企業か

ら後任者として推薦のあった 5名を承認。5月

開催の定期総会に役員改選を諮ります。同様に

正副部会長についても部会長 2名、副部会長 4

名が変更となります。 

芳工連が加盟する芳賀町工業団地管理センタ

ー管理組合に 5名、栃木県工業団地連絡協議会

に 3名、芳賀町観光協会に 2名、それぞれ役員

が就いていることから、各団体の役員任期満了

にともない次期役員の推薦者を決定しました。 
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また、役員・正副部会長会議では、総会に上程する議案内容の確認、総会の役割分担及び運営方

法など、5 月 23 日（水）午後 3 時 30 分から開催する第 29 回定期総会に上程する議案内容な

どについて審議いただき、事務局から提案した議案はすべて原案どおり可決いただきました。 

 

■ 総務企画部会 新入社員研修会を開催  

 総務企画部会が主催する研修会の一つである

新入社員対象の基礎研修会を４月１１日、１２

日の２日間開催しました。 

 今年度は、４月１日付けで７社に採用された

２５名の新入社員が受講しました。 

 研修内容は、社会人として求められる行動、

言葉遣い、マナー、身だしなみ、挨拶など基礎

的なことです。 

 冒頭、企業人として必要なＣＳ（カスタマー・

サービス）について詳しい説明があり、勝ち残る企業のサービス精神と自覚を確りと学びました。 

 次に、企業人として実践しなければならない挨拶のポイントを学び、2人一組でお辞儀の姿勢と

言葉による発声を練習しました。また、信頼される社会人となる上で身だしなみも重要な要素であ

り、受ける印象が大きく左右されることを教えられました。 

 会社人として相応しい言葉づかい、特に敬語については尊敬語、謙譲語、丁寧語を使いこなせる

よう指導いただきました。敬語を自然に使いこなすことができるよう念入りな指導がありました。 

 数名の班編成による規律訓練を実践し、短時間で全員の動きが一致しているか？ 声の大きさや

表情は出ているか？ 一人ひとり役割を持って取り組んでいるか？ などをチェックしました。 

さらに、電話応対の基礎知識も時間をかけて講義がありました。取り次ぐ相手が不在の時の応対

テクニックも重要であることから丁寧な指導がありました。 

4月に入社した新人社員ですので、緊張と不安の中で受講をスタートしたのですが、講師のメリ

ハリのある指導のお蔭で、2日間の研修会終了時には、別人のように大きな声で挨拶ができるよう

になり、好感のもてる挨拶をして帰社しました。 

研修の最後に、一日も早く社内で上司や同僚から信頼される社員になれることを願いつつ修了証

を渡しました。 

研修アンケートには、「社会人にとってのマ

ナーはどんな役割か、また、どのようにするべ

きかを知ることができたので、明日からしっか

り実践していきたい」、「ＣＳについて理解で

き、お客様に満足していただけるよう精いっぱ

い会社に貢献したい」、「信頼される社会人に

なるため、基本的な挨拶を完璧に出来るよう実

践します」などの記述があり、意欲的に行動し

ようとする強い意志が伝わりました。 

 

 



■ 交通防犯部会  

■ 交通安全のぼり旗、交通安全横断幕を設置 

 開花が例年より早く、サクラ舞う時節となった４月４日の午前中、交通防犯部会のメンバー１３

社１４名が、春の交通安全県民総ぐるみ運動にあわせ管理センター前交差点と芳賀台交差点に交通

安全のぼり旗と交通安全横断幕を設置しました。 

 汗ばむ陽気のなかでしたが、のぼり旗をたくさん新調しましので、真新しい旗を要所ごとに丁寧

に立てました。バイパスを通行する多くのドライバーなどの通行者に春の交通安全運動を認識いた

だき、子供や高齢者を交通事故から守る意識を高める契機となるよう願いながら設置しました。 

 
■ 春の交通安全県民総ぐるみ運動 

４月６日、１５日まで１０日間にわたり実施

された春の交通安全県民総ぐるみ運動期間にあ

わせ、交通防犯部会に所属する１２社のメンバ

ー１６名は、午前７時３０分から８時まで管理

センター前交差点で交通安全街頭広報活動を行

ないました。 

活動に参加された地元自治会、小中学校 PTA、

地元町議会議員、真岡警察署などの皆さまを前

に、町交通安全対策連絡協議会を代表して上野哲男副町長が「町は今年度事業でスケアード・スト

レイト方式による交通安全教室を実施します。また、高齢ドライバーの運転免許証自主返納支援な

ども実施して交通安全対策の推進を図ります。来週は小中学校の入学式もあります。皆さまのご支

援をいただきながら交通安全対策に向けた取組みを推進できるようご協力をお願いします」などと

挨拶しました。 

芳賀町交通安全対策連絡協議会の構成団体の皆さま総勢約５０名とともに部会メンバーが、交差

点で信号待ちするドライバーに交通安全啓発チラシや交通安全グッズを配布しました。 

 芳工連交通防犯部会の皆さまには、早朝のお忙しい時間帯でしたが、積極的にご参加ご協力いた

だきました。誠に有難うございました。 

■ 会計監査を執行  

  平成 29年度収支決算に関する会計監査を 4月２６日、三菱 UFJ 信託銀行栃木芳賀センター長

の小林治郎様、（株）関電工北関東・北信越営業本部栃木支社営業部長の多部田学様により執行い

ただきました。 

 平成 29 年度一般会計及び特別会計に関する

領収書、会計帳簿、通帳などを詳細にチェックい

ただきまして、適正な処理がなされている状況を

確認しました。 

 なお、監査結果の報告は来月 23日開催される

定期総会において監査結果報告書をもってご報

告いただくことになります。監事のお二人には、

時節柄ご多用にもかかわらず、監査を執行いただ

きまして誠に有難うございました。 



【５月の予定 】 

12日 芳賀町商工会理事会 

19日 町政懇談会 

19日 芳賀町ロマン花火 2017実行委員会 

19日 団管連幹事会 

1１日 労働災害防止団体等連絡会議 

17日 第 1回クリーン作戦 

18日 芳賀町観光協会理事会 

21日 真岡労働基準協会総会 

2３日 第 29回芳工連定期総会 

23日 資源ごみ回収日 

24日 芳賀町商工会第 58回通常総会 

25日 芳賀町観光協会通常総会 

29日 第 1回普通救命講習会 

【４月の実績 】 

0４日 交通安全のぼり旗設置 

06日 交通安全街頭広報活動 

11日～１2日 新入社員基礎研修会 

16日 交通安全のぼり旗撤去 

23日 芳工連役員、正副部会長会議 

23日 管理センター管理組合総会 

25日 資源ごみ回収 

26日 監査 

27日 芳賀町商工会工業部会幹事会 

 

 

■ 管理センター管理組合総会を開催  

  管理センター管理組合は 4 月 23 日、平成

30年度定期総会を開催しました。 

管理組合副組合長として宮崎侊志郎様（芳

工連副会長）、理事として河合泰様（芳工連会

長）、富永英夫様（芳工連副会長）、小林治郎

様（芳工連監事）、監事として京條友彦様（芳

工連理事）がそれぞれ役員に就いています。 

管理センター管理組合は芳賀町から指定管

理者の指定を受け、管理センター会議室や体

育館を工業団地立地企業や地域の皆様に安

全・安心にご利用いただけるよう施設の管理運営をおもに行う団体です。 

組合長である上野哲男副町長は、「国は 3月 29日開催の経済財政諮問会議で、社会保障費の支

出増が著しく、2015 年策定の経済財政計画を見直しすると説明しました。見直しされる経済財

政運営の指針が 6月にまとまるが、高齢化に伴い 2030年に医療費が 1.5倍、介護費が 2倍に

膨らむとのことです。直接対応を迫られている町にとっては、国に対応方針を早く出してもらいた

いところです。ＬＲＴ工事の施工認可を 3月 20日に得たので、これから用地測量を実施して必

要な土地を確保し、道路拡幅工事や軌道敷設を段階的に進めます。施工時期が決まり次第、企業の

皆さまや芳工連にご案内をして、経済活動に影響が出ないよう万全の対策を講じて行きたいと考え

ています。本年度も管理センター管理組合は、芳工連・町の連携を強化するなかで意思疎通・情報

共有を図り、工業団地立地企業様の事業活動と経済活動を押し上げ、管理センターの利便性向上を

推進して参りますのでよろしくお願いします」と挨拶しました。 

事業報告では、会議室利用者数は 25,448 人と前年度より 3,648人の増となり、利用料収入は

約 8,586千円で前年度に比較して約 988 千円の増となり、過去最高の実績だったことをご説明

し、平成 29年度事業報告及び収支決算を承認いただきました。 

また、平成 30年度事業計画（案）及び収支予算（案）、役員改選についても原案どおり可決さ

れました。 

芳工連日誌 

 

 

 

 

 

 


